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( )

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る

生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
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( )

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
八
戸
第
一
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
八
戸
市
南
浜
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
岩
屋
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
大
畑
町
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
易
国
間
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
風
合
瀬
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
業
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
は
ら
だ

ク
リ
ニ
ッ
ク

三
戸
郡
南
部
町
大

字
苫
米
地
字
白
山

堂
一
三
の
二

は
ら
ク
リ
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
戸
郡
南
部
町
大

字
苫
米
地
字
白
山

堂
一
三
の
二

平
成

��

･

�･

�

八
戸
第
一
区
域

八
戸
み
な
と
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
の
う
ち
、
八
戸
市
の

区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
底
び
き
網
漁
業
及
び
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
百

ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
ま
き
網
漁
業

２

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

４

小
型
定
置
漁
業

５

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

八
戸
市
南
浜
区
域

八
戸
市
南
浜
漁
業
協
同
組
合

１

内
水
面
以
外
の
水
面
に
お
い
て
網
漁
具
を
水
深
二
十

七
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
中
に
定
置
し
て
主
と
し
て
さ
け

の
地
区

を
と
る
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
ま
だ
ら
底
は
え
な
わ
漁
業

岩
屋
区
域

岩
屋
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

２

小
型
定
置
漁
業

大
畑
町
区
域

大
畑
町
漁
業
協
同
組
合
の
地

区う
ち
甲
の
地
区

む
つ
市
大
畑
町
八
幡
湯
坂
、

湯
坂
下
、
孫
次
郎
間
、
大
畑

道
、
二
枚
橋
、
釣
屋
浜
、
木

野
部
、
佐
助
川
、
赤
川
、
涌

舘
、
高
橋
川
、
小
目
名
村
、

小
目
名
家
ノ
下
、
奈
良
ノ
木

平
、
添
木
及
び
袋
石
の
区
域

う
ち
乙
の
地
区

甲
の
地
区
を
除
く
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

２

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
は
え
縄
漁
業

４

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
か
れ
い
刺
網
漁
業

５

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ

漁
業

６

小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う

漁
業

７

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

８

底
建
網
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁

業
９

底
建
網
漁
業
と
い
か
つ
り
漁
業
以
外
の
漁
業
を
併
せ

営
む
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

10

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

11

底
建
網
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が
行
う
漁

業

易
国
間
区
域

易
国
間
漁
業
協
同
組
合
の
地

区

１

小
型
定
置
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

風
合
瀬
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で



( )

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

南
町
複
合
商
業
施
設

三
沢
市
南
町
二
丁
目
三
一
の
三
〇
二
〇
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
〇
八

代
表
取
締
役

井
上
惠
右

２

Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
の
一

代
表
取
締
役

前
田
幸
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
〇
八

代
表
取
締
役

井
上
惠
右

２

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
四
条
東
二
〇
丁
目
一
の
二
一

代
表
取
締
役

鶴
羽
順

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
、
九
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

二
一
六
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

六
〇
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

二
五
六
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

二
四
・
三
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

�

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

�

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

二
十
四
時
間

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

四
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
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風
合
瀬
漁
業
協
同
組
合
の
地

区

あ
っ
て
、
主
と
し
て
一
本
釣
及
び
刺
網
漁
業

２

底
建
網
漁
業



( )

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
二
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
三
沢
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
七
年
八
月
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
テ
レ
ビ
用
機
上
設
備
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
テ
レ
ビ
用
機
上
設
備

一
式

二

納
入
期
限

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加

資
格)

の
一
又
は
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
十
八
号

(

物
品
等
の
競
争
入

札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に
よ
り
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領

(

平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下

｢

指
名
停
止
要
領｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開

札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指

名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実

(

既
に

知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
説
明
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
入
札
に
参
加
す
る
者
の
提
出
書
類
を
提
出
し
、
そ
の
内
容

が
適
正
な
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
平
成
二
十
七
年
五

月
十
八
日
ま
で
に
青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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( )

�

�
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

４

提
出
部
数

一
部

六

入
札
説
明
書
の
交
付
等

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

(

時
間
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。)

２

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

三
階

第
二
会
議
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三

月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
二
号

平
成
二
十
七
年
三
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
第
二
百
五
回
定
例
会
の
議
を
経
た

平
成
二
十
六
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
二
号)

ほ
か
四

件
及
び
平
成
二
十
七
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
予
算
ほ
か
五
件
の
要
領

を
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号)

附
則
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
三
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
十
七
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾
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平成26年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計補正予算 (第２号)

平成26年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４千円増額し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,393千円

とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表 歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 諸 収 入 � � �

１ 預 金 利 子 � � �

歳 入 合 計 ������ � ������

千円 千円 千円

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計
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１ 事 業 団 費 ������ � ������

１ 事業団運営費 ������ � ������

歳 出 合 計 ������ � ������

千円 千円 千円

平成26年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計補正予算 (第２号)

(総 則)

第１条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるとこ

ろによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算第２条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 事 業 収 益 1,193,598千円 90千円 1,193,688千円

第２項 営 業 外 収 益 4,598千円 90千円 4,688千円

支 出

第１款 事 業 費 用 808,970千円 △8,939千円 800,031千円

第１項 営 業 費 用 808,970千円 △8,939千円 800,031千円

平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計補正予算 (第２号)

(総 則)

第１条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めると

ころによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計予算第２条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 事 業 収 益 119,278千円 △36,607千円 82,671千円

第１項 営 業 収 益 36,624千円 △36,624千円 0千円

第２項 営 業 外 収 益 82,654千円 17千円 82,671千円

支 出

第１款 事 業 費 用 21,641千円 △21,289千円 352千円

第１項 営 業 費 用 21,389千円 △21,289千円 100千円

(資本的収入及び支出)

第３条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計予算第３条に定めた資本的支出の予定

額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,197,000千円 △1,197,000千円 0千円
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第１項 長期借入金償還金 1,197,000千円 △1,197,000千円 0千円

平成26年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計補正予算 (第２号)

(総 則)

第１条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるとこ

ろによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計予算第２条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 事 業 収 益 115,618千円 △15,560千円 100,058千円

第１項 営 業 収 益 15,561千円 △15,561千円 0千円

第２項 営 業 外 収 益 100,057千円 1千円 100,058千円

支 出

第１款 事 業 費 用 15,104千円 △14,947千円 157千円

第１項 営 業 費 用 15,047千円 △14,947千円 100千円

平成26年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計補正予算 (第２号)

(総 則)

第１条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計補正予算 (第２号) は､ 次に

定めるところによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算第２条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第１款 事 業 収 益 621,712千円 123,878千円 745,590千円

第１項 営 業 収 益 621,700千円 123,000千円 744,700千円

第２項 営 業 外 収 益 12千円 878千円 890千円

支 出

第１款 事 業 費 用 268,527千円 151,260千円 419,787千円

第１項 営 業 費 用 244,504千円 154,564千円 399,068千円

第２項 営 業 外 費 用 24,023千円 △3,304千円 20,719千円

平成27年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計予算

平成27年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ6,986千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

第１表 歳入歳出予算

歳 入
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款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 �����

１ 負 担 金 �����

２ 繰 越 金 �

１ 繰 越 金 �

３ 諸 収 入 �

１ 預 金 利 子 �

歳 入 合 計 �����

千円

歳 出

款 項 金 額

１ 事 業 団 費 �����

１ 事 業 団 運 営 費 �����

歳 出 合 計 �����

千円

平成27年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計予算

平成27年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計予算は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算)

第１条 歳入歳出予算の総額は､ 歳入歳出それぞれ５千円と定める｡

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､ ｢第１表 歳入歳出予算｣ による｡

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

１ 事 業 収 入 �

１ 臨 海 収 入 	

２ 市 川 収 入 


歳 入 合 計 �

千円

歳 出

款 項 金 額
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１ 事 業 支 出 �

１ 臨 海 事 業 費 �

２ 市 川 事 業 費 �

歳 出 合 計 �

千円

平成27年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算

(総 則)

第１条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算は､ 次に定めるところによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 事 業 収 益 266,428千円

第１項 営 業 収 益 260,940千円

第２項 営 業 外 収 益 5,488千円

支 出

第１款 事 業 費 用 89,725千円

第１項 営 業 費 用 89,725千円

平成27年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計予算

(総 則)

第１条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計予算は､ 次に定めるところによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 事 業 収 益 119,278千円

第１項 営 業 収 益 36,624千円

第２項 営 業 外 収 益 82,654千円

支 出

第１款 事 業 費 用 21,620千円

第１項 営 業 費 用 21,389千円

第２項 営 業 外 費 用 231千円

(資本的収入及び支出)

第３条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入 0千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,342,000千円

第１項 長期借入金償還金 1,342,000千円

(一時借入金)
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第４条 一時借入金の限度額は､ 3,900,000千円と定める｡

平成27年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計予算

(総 則)

第１条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計予算は､ 次に定めるところによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 事 業 収 益 115,580千円

第１項 営 業 収 益 15,561千円

第２項 営 業 外 収 益 100,019千円

支 出

第１款 事 業 費 用 15,066千円

第１項 営 業 費 用 15,047千円

第２項 営 業 外 費 用 19千円

(資本的収入及び支出)

第３条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入 0千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 300,000千円

第１項 長期借入金償還金 300,000千円

(一時借入金)

第４条 一時借入金の限度額は､ 500,000千円と定める｡

平成27年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算

(総 則)

第１条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算は､ 次に定めるところに

よる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 収益的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める｡

収 入

第１款 事 業 収 益 815,226千円

第１項 営 業 収 益 813,477千円

第２項 営 業 外 収 益 1,749千円

支 出

第１款 事 業 費 用 484,529千円

第１項 営 業 費 用 479,547千円

第２項 営 業 外 費 用 4,982千円

(一時借入金)

第３条 一時借入金の限度額は､ 670,000千円と定める｡


